　別表（第３条関係）
	事　業　名
	補助対象経費
	補助率
	補助事業者

	大家畜生産基盤強化事業
○補助対象事業
　土佐和牛農家や酪農家の増産意欲を高めるとともに農家戸数の減少を抑制するため、土佐和牛繁殖雌牛の導入や乳牛の分娩頭数増加に対する支援や、新規就農者の確保を推進するための以下の取組に関する事業を補助対象とする。
１　土佐和牛繁殖雌牛導入促進
２　生乳生産量拡大促進
３　土佐和牛産地活性化支援

	１　土佐和牛繁殖雌牛導入促進(注)
（１）繁殖の用に供することを目的として、県内家畜市場（高原家畜市場又は嶺北家畜市場）において県内産和牛雌子牛又は妊娠牛を購入するために要する経費
（２）高知県畜産試験場から妊娠牛を購入するために要する経費
２　生乳生産量拡大促進
前年度と比較して増加した分娩頭数に応じて乳用牛群検定に加入している酪農家に交付する促進費
３　土佐和牛産地活性化支援
　　土佐和牛農家で新規就農希望者が研修するにあたって研修受入れ農家への謝金

	２分の１以内
１頭当たり４万
円
２分の１以内
（１日当たり上
限５千円）
	全国農業協同組合連合会高知県本部を対象とする。

全国農業協同組合連合会高知県本部を対象とする。
市町村を対象とする。


（注）１　県内肉用牛生産者が導入した雌子牛又は妊娠牛(以下「補助対象雌牛」という。)１頭当たり10万円を上限として、購入経費の２分の１を助成する事業に対して補助するものとし、補助の単価は１頭当たり５万円を上限とする。

　　　２　補助対象雌牛は、公益社団法人全国和牛登録協会の登録を受けるものとし、補助対象雌牛の飼養者は、補助事業者に登録申込みに係る書類を提出するものとする。

　　　３　補助対象雌牛は繁殖障害その他やむを得ない理由により繁殖の用に供することができなくなった場合のみ廃用できるものとし、その場合、飼養者は獣医師の診断書等を補助事業者に提出するものとする。






